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令和５年度柳泉園組合人事行政の運営等の状況の公表 
 

 

地方公務員法第５８条の２の規定により、人事行政運営における公平性、透明性を高めるため、

柳泉園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、人事行政の運営などの状況を

公表します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）採用者数について（令和５年度） 

採用者数 ２名 

 

（２）退職者数について（令和５年度） 

定年退職 ０名 

普通退職 ０名 

 

（３）職員数について（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

地方公務員法第２３条の２第１項では、「職員の執務については、その任命権者は、定期的に

人事評価を行わなければならない。」と規定しており、当組合でも「柳泉園組合職員人事評価実

施規程」を制定しています。 

ア．評価の要素…業績評価、能力評価 

イ．評価対象者…全職員 

ウ．評 価 期 間…令和５年４月１日～令和６年３月３１日（令和５年度） 

エ．評 価 結 果…人事評価の結果は、任免（昇任等）、給与（昇格、昇給、勤勉手当等）、人材 

育成において活用します。 

 

 （１）昇給への人事評価の活用状況 

令和５年度における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ 

 活用している昇給区分 昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ 人事評価を実施していない   

 活用予定時期   

 

 

 

 

 

柳泉園組合事務局職員 ３０名 

議会の職員（総務課職員が兼務） （４名） 

監査委員の職員（総務課職員が兼務） （４名） 

再任用職員 １名 
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 （２）勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

令和５年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ 

 活用している昇給区分 支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

 上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○ 

 上位標準の成績率の区分     

 標準、下位の成績率     

 標準の区分のみ（一律）     

ロ 人事評価を実施していない   

 活用予定時期   

 

 

３ 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区分 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ） 

令和５年度 ２，４２６，２３０千円 ２８４，６０１千円 １１．７％ 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）               （単位：千円） 

職員数 給   与   費 
１人当たりの 

給与費 

（Ａ） 給料 職員手当 期末勤勉手当 合計（Ｂ） （Ｂ／Ａ） 

３１人 
（再任用含む。） 

１２４，３０８ ３３，４７３ ５５，８４２ ２１３，６２３ ６，８９１ 

※ 職員手当には、退職手当は含まれておりません。 

  職員数は、令和５年４月１日現在の人数です。 

 

 （３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在）   

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

柳泉園組合 ３２９，２４８円 ４０９，４６１円 ４５．０歳 

東京都 ３１８，０８９円 ４５８，５１９円 ４２．５歳 

  ※ 平均給料月額とは、令和６年４月１日現在における職員の基本給の平均です。この額は 

平均年齢に関連して増減するため、平均年齢も掲載しています。 

    平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外

勤務手当等の諸手当の額を合計したものです。 

 

 （４）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

    一般行政職  

区分 柳泉園組合 東京都 国 

大学卒 １９６，２００円 １９６，２００円 
総合職 ２００，７００円 

一般職 １９６，２００円 

高校卒 １６０，１００円 １６０，１００円 １６６，６００円 

 

 

 



3 

 

（５）級別職員の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

計 標準的な

職務内容 

局長及 

び参事 

課長及 

び主幹 

課長補佐係

長及 

び主査 

主任 係員 

職員数 ０人 ４人 ９人 １４人 ３人 ３０人 

構成比 ０．０％ １３．３％ ３０．０％ ４６．７％ １０．０％ １００．０％ 

 

 （６）昇給期間短縮の状況 

区分 計 

令和６年度 

職員数（Ａ） ３０人 

成績上位の区分が「上位」または「最上位」に決定

された職員数（Ｂ） 
４人 

比率（Ｂ／Ａ） １３．３％ 

令和５年度 

職員数（Ａ） ２９人 

成績上位の区分が「上位」または「最上位」に決定

された職員数（Ｂ） 
４人 

比率（Ｂ／Ａ） １３．８％ 

   ※成績上位の区分が「上位」または「最上位」の職員は、区分が「標準」の職員と比べて、 

   １～２号拡大された昇給幅が付与されます。 

 

 （７）地域手当 

支給率（令和６年４月１日現在） １０％ 

支給対象職員数（再任用含む。令和６年４月１日） ３１人 

国の制度（支給率） 地域区分により０～２０％ 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ４２１，６１３円 

  

  （８）特殊勤務手当 

区     分 全 職 種 

支給実績（令和５年度決算） ７０４千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 

（令和５年度決算） 
３７，０５３円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 

（令和５年度） 
６１，３％ 

手当の種類（数） ２ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務  

清掃業務手当 施設運転管理等職員 施設保守点検・整備等の業務 

施設内破砕機内及び酸欠防止

措置が必要な整備業務 

１勤務３００円 

１勤務６００円 

電気保安手当 施設運転管理等職員 高圧電気設備の運転操作業務 １勤務９００円 
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（９）時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） ３，９９１千円 

職員１人当たりの平均支給年額（令和５年度決算） １２８千円 

 

（１０）その他の職員手当の状況 

区分 柳泉園組合 国 

期末手当 

勤勉手当 

 

            単位：月分 
     期末     勤勉 
６月期１．１０  １．１２５ 
  (０．６２５) (０．５５０) 

１２月期１．１０  １．１２５ 
   (０．６２５) (０．５５０) 
３月期０．２ 
  （０．１） 

  計 ２．４０   ２．２５ 
    (１．３５)   (１．１０) 
職制上の段階、職務の級等による加算措置：有 
（ ）内は再任用職員に係る支給割合 

            単位：月分 
     期末     勤勉 
６月期１．２２５  １．０２５ 
 （０．６８７５）（０．４８７５） 

１２月期１．２２５  １．０２５ 
  （０．６８７５）（０．４８７５） 
 ３月期 －－ 
   （ －－ ） 
  計 ２．４５    ２．０５ 
   （１．３７５）（０．９７５） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置：有 
（ ）内は再任用職員に係る支給割合 

退職手当 （退職手当支給率） 
勤続２０年 普通 ２３．００    

定年 ２３．００ 
勤続２５年 普通 ３０．５０ 

定年 ３０．５０ 
勤続３５年 普通 ４３．００ 

定年 ４３．００ 
最高限度額 普通 ４３．００ 

定年 ４３．００ 
その他加算措置：定年前早期退職特例
措置（２～２０％） 

（退職手当支給率） 
勤続２０年 普通 １９．６６９５  

定年 ２４．５８６８７５ 
勤続２５年 普通 ２８．０３９５   

定年 ３３．２７０７５ 
勤続３５年 普通 ３９．７５７５  

定年 ４７．７０９ 
最高限度額 普通 ４７．７０９   

定年 ４７．７０９ 
その他加算措置：定年前早期退職特例
措置（３～４５％） 

扶養手当 配偶者        ６，０００円 
父母等        ６，０００円  
子          ９，０００円         
特定期間の加算    ４，０００円 

配偶者        ６，５００円 
父母等        ６，５００円  
子         １０，０００円         
特定期間の加算    ５，０００円 

住居手当 賃貸住宅（支給限度額）１５，０００円 
（３５歳未満の世帯主の職員） 

賃貸住宅（支給限度額）２８，０００円 
 

通勤手当 交通機関等利用者６ヶ月定期券相当額
（支給限度額 月５５，０００円） 

交通用具 通勤距離に応じて支給 

交通機関支給限度 月５５，０００円 
交通用具 通勤距離に応じて支給 

   ※その他の職員手当の状況は、令和６年４月１日現在です。 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 （１）勤務時間等について 

①定時勤務者  

   ア．勤務時間 

８時３０分から１７時１５分まで 

休憩時間を除く、１日当たり７時間４５分勤務、週３８時間４５分勤務 

   イ．週休日 

土曜日、日曜日 

   ウ．休憩時間  

１２時から１３時まで 

  ②直勤務者 

   ア．勤務時間 

４週間につき 

    １直（６回） ８時３０分から２１時３０分まで 

    ２直（６回）２０時３０分から ９時３０分まで 
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      （１回）２０時３０分から ８時３０分まで 

休憩時間を除く、１日当たり１２時間及び１１時間勤務、４週間１５５時間勤務 

   イ．週休日 

４週間につき指定する８日 

   ウ．休憩時間  

勤務時間中１時間とし、始業時及び終業時を除いてその時限は任命権者が定める。 

  

 （２）休暇制度等について 

  ①年次有給休暇 １年につき２０日間付与。新規採用者は、採用月に応じ２～２０日間付与 

  ②病 気 休 暇 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ない 

と認められる場合の休暇 

  ③特 別 休 暇 結婚、出産、子の看護、忌引など特別の事由により勤務しないことが相当 

である場合の休暇 

  ④介 護 休 暇 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により日 

常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当で

ある場合の休暇 

  

 

５ 職員の休業に関する状況 

  ①育 児 休 業 職員は、３歳に満たない子を養育するため、３歳に達する日まで育児休業

をすることができる。 

令和５年度の育児休業、部分休業等の取得者０名 

   

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

区分 内容 令和５年度 

分限処分 

勤務実績が良くない場合、心身の故障のため業務の遂行に

支障がある場合や長期休養を要する場合など、公務能率を

維持するために問題が生じた際、任命権者の権限で降任、

免職、休職、降給させることができるものです。 

０名 

懲戒処分 

法律又は条例、規則に違反した場合、職務上の職務を怠っ

た場合、全体の奉仕者たるふさわしくない非行のあった場

合、免職、停職、減給、戒告となるものです。 

１名 

 

７ 職員の服務の状況 

  全ての職員は、「全体の奉仕者」としての公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては

全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員にはさま

ざまな義務が課せられています。 

  地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があります。 

  ア．法令及び上司の職務上の命令に従う義務 

イ．信用失墜行為の禁止 

ウ．秘密を守る義務 

 エ．職務に専念する義務 

オ．政治的行為の制限 

カ．争議行為等の禁止 

キ．営利企業等の従事制限 

  令和５年度には、服務義務違反により処罰された例は０件です。 
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８ 職員の退職管理の状況 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行（平成３０年４月１日）

により、元職員による離職前５年間に在職していた職員に対する契約事務等についての働きか

けが規制されるようになりました。柳泉園組合では、地方公務員法に基づき、職員の退職管理

を適切に実施しています。 

 

９ 職員の研修の状況 

（１）職員研修 

下記の研修に参加し、人材の育成を図っています。 

①東京都市町村職員研修所 

受講日 件名 受講人数 

Ｒ５． ４．１８ 新任研修（Ⅰ期）（全体集合研修） ２名 

Ｒ５． ５．１０－ ５．１２ 新任研修（Ⅰ期） １名 

Ｒ５． ５．１７－ ５．１９ 新任研修（Ⅰ期） １名 

Ｒ５． ６．２６ 要約力 １名 

Ｒ５． ７．２１ 例規作成実務科 １名 

Ｒ５． ８． １－ ８． ２ 労働安全衛生科 １名 

Ｒ５． ８． ７－ ８． ８ 
係長新任研修（仕事と人のマネジメン

ト） 
１名 

Ｒ５． ８．２１ 係長新任研修（コーチング） １名 

Ｒ５． ９． １ 地方自治法（オンデマンド型研修） ５名 

Ｒ５．  ９． １ 地方公務員法（オンデマンド型研修） ２名 

Ｒ５． ８．３１－ ９． １ 新任研修（Ⅱ期） １名 

Ｒ５． ９． ６－ ９． ７ 新任研修（Ⅱ期） １名 

Ｒ５．１０． ６ アサーティブコミュニケーション １名 

Ｒ５．１０．１６－１０．１７ 問題解決 １名 

Ｒ５．１０．１８－１０．２０ 政策提案 １名 

Ｒ５．１１． ６－１１． ７ 契約科 １名 

Ｒ５．１１． ７ 
係長新任研修（公務員倫理・ハラスメン

トの防止・メンタルヘルス） 
１名 

Ｒ５．１１． ９－１１．１０ 管理職リスクマネジメント １名 

Ｒ５．１１．１３ 自治体改革セミナー １名 

Ｒ５．１１．２４ 調整力・交渉力（主任・主事向け） １名 

Ｒ５．１２． ４－１２． ５ 廃棄物対策課 １名 

Ｒ５．１２．１１ ロジカルトレーニング １名 

Ｒ６． １．１１－ １．１２ 政策法務 １名 

Ｒ６． １．３１ インバスケット １名 

Ｒ６． ２．１４ 自治体改革セミナー １名 

 

②内部研修・講習 

受講日 件名 受講人数 

Ｒ５．１０．１６ 
防犯講習 

講師：田無警察署生活安全課 佐野氏 
１８名 

Ｒ５．１０．２０ 
被評価者研修 
講師：日本経営協会 播本氏 

２６名 

Ｒ５．１０．２３ 
議会答弁能力向上研修 
講師：日本経営協会 樋口氏 

８名 

Ｒ５．１０．２４ 
交通安全講習 
講師：田無警察署交通課 坂橋氏 １２名 
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③その他研修・講習 

 受講日 件名 受講人数 

Ｒ５． ４．２５－ ６． ６ フルハーネス型墜落制止用器具講習 ８名 

Ｒ５． ５．３１ 刈払機取扱作業者安全衛生教育 １名 

Ｒ５． ６．２２－ ６．２３ 防災センター要員講習・自衛消防業務講習 １名 

Ｒ５． ７．１１－ ７．１４ フォークリフト運転技能講習 １名 

Ｒ５． ７．２０－ ７．２１ 
特定化学物質及び四アルキン鉛等作業主任
者技能講習 １名 

Ｒ５． ７．２７ デジタル時代の自治体ＤＸの基礎 １名 

Ｒ５． ８．２２－ ８．２４ 東京都公害防止管理者講習 １名 

Ｒ５． ９． ５－ ９． ７ 運転管理コース 危機管理課 １名 

Ｒ５．１０．２３ 安全運転管理者講習 １名 

Ｒ５．１１．１６ 
ごみ質組成分析と廃棄物資源循環に関する

実務研修 
１名 

Ｒ５．１１．１６－１１．１７ 防災センター要員講習・自衛消防業務講習 １名 

Ｒ５．１２． ５－１２． ８ 設計積算コース 積算科 １名 

Ｒ６． ３．１８ 危険物取扱者保安講習 １名 

Ｒ６． ３．２１ 防災センター要員講習・自衛消防業務講習 １名 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 （１）福利厚生制度に関する状況（令和５年度） 

 

 （２）公務災害補償制度（令和５年度） 

加入団体 災害件数 災害の概要 

地方公務員災害補償基金東京都支部 ０件 公務災害：０件 通勤災害：０件 

 

 

 

実施日 名称 内容 実施者数 

Ｒ５．１０ ストレスチェック 
「職業性ストレス簡易調査票」による調査
及び高ストレス者の判定 

３５名 

Ｒ５．１１．６ 
Ｒ５．１１．７ 

職員の定期健康
診断 

身体計測、尿検査、血液生化学検査、血圧
測定、胸部Ｘ線直接撮影、心電図検査、肺
機能検査、標準聴力検査、診察 

３４名 

Ｒ５．１１．６ 
Ｒ５．１１．７ 

胃がん検診 
血液検査によるピロリ菌検査とペプ
シノーゲン検査 

３５名 

Ｒ６． ３．１ 
二直勤務者の定
期健康診断 

身体計測、尿検査、血液生化学検査、血圧
測定、胸部Ｘ線直接撮影、心電図検査、肺
機能検査、標準聴力検査、診察 

７名 

Ｒ６． ３．１ じん肺検診 胸部レントゲン直接撮影 ６名 

毎月１回 健康相談日 問診等 ３名 
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 （３）職員の福利厚生制度 

東京都市町村職員共済組合 

短期給付事業（医療関係）、長期給付事業（年金関係）及び福

利事業（人間ドックなど）を行っています。民間事業者での

社会保険及び厚生年金などの社会保険制度に当たります。 

柳泉園組合職員共済会 
共済組合で行っている事業を補完するものとして、職員の福

祉の増進に努めるため、福利厚生事業を行っています。 

 

１１ 職員の競争試験及び選考の状況 

  令和５年度新規採用試験：無 

 

１２ 公平委員会に係る業務に関すること 

 （１）勤務条件に関する措置の要求の状況：該当なし 

 （２）不利益処分に関する審査請求の状況：該当なし 

 

【お問い合わせ】柳泉園組合総務課庶務文書係 ℡０４２－４７０－１５４５ 


